


（不当な表示の禁止） 
第五条〔十一月改正前第四条〕　事業者は、自己の
供給する商品又は役務の取引について、次の各号の
いずれかに該当する表示をしてはならない。 
一　商品又は役務の品質、規格その他の内容につい
て、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優
良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と
同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給してい
る他の事業者に係るものよりも著しく優良であると
示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費
者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ
があると認められるもの 
二　商品又は役務の価格その他の取引条件につい
て、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似
の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係
るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一
般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を
誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択
を阻害するおそれがあると認められるもの 
三　前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取
引に関する事項について一般消費者に誤認されるお
それがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一
般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する
おそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの



（課徴金納付命令） 
第八条　事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係るも
のを除く。以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当該事
業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行
為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得
た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当
該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次
の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠
つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付
を命ずることができない。 
一　商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良で
あること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給
している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 
二　商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に
著しく有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく
は役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であるこ
とを示す表示 
２　前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間（課徴金対象
行為をやめた後そのやめた日から六月を経過する日（同日前に、当該事業者が当該課徴
金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選
択を阻害するおそれを解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたとき
は、その日）までの間に当該事業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引を
したときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加
えた期間とし、当該期間が三年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて三年間とす
る。）をいう。


